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船舶事故調査報告書 

 

                              令和元年９月２５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和元年５月５日 １５時０１分ごろ 

発生場所 熊本県津奈木
つ な ぎ

町合
え

串
ぐし

漁港西方沖 

 合串港平
ひら

国
くに

２号防波堤灯台から真方位２９９°７８０ｍ付近 

 （概位 北緯３２°１６.６′ 東経１３０°２６.４′） 

事故の概要  漁船第三進光
しんこう

丸は、東進中、また、漁船武
たけ

丸は、錨泊中、両船が衝

突した。 

 武丸は、船長が負傷し、後部両舷外板の破口等を生じ、また、第三

進光丸は、船首部船底外板の擦過傷等を生じた。 

事故調査の経過  令和元年５月１５日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

 

Ａ 漁船 第三進光丸、４.９トン 

   ＫＭ３－６００４１（漁船登録番号）、個人所有 

   １１.９４ｍ（Lr）×２.６９ｍ×０.８４ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数８０、平成１１年６月１４日 

Ｂ 漁船 武丸、０.４トン 

   ＫＭ３－７０６３６（漁船登録番号）、個人所有 

   ５.０４ｍ（Lr）×１.４７ｍ×０.６１ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関（船外機）、１１kＷ、平成１５年３月 

   第２９３－３６４９６号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６７歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成９年２月１０日 

    免許証交付日 平成２８年１１月２８日 

           （令和４年２月９日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７５歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５８年７月２２日 

    免許証交付日 平成３０年２月２０日 

           （令和５年７月２１日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 
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Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首部船底外板に擦過傷、プロペラ翼に曲損 

Ｂ 後部両舷外板に破口及び割損、後部甲板に亀裂、船外機に濡損等

（全損） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 １～２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 低潮時 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び甲板員１人（以下「甲板員Ａ」という。）が乗

り組み、水揚げの目的で、船長Ａが‘船首部の操縦区画’（以下「本

件操縦区画」という。）に立ってリモコン装置で操船に当たり、甲板

員Ａが前部甲板で漁獲物の整理を行い、令和元年５月５日１４時４５

分ごろ合串漁港に向けて熊本県天草市御所浦
ご し ょう ら

島南方沖の漁場を出発し

た。 

 Ａ船は、鵜
う

曽根
そ ね

灯浮標の西方１～２海里（Ｍ）付近を約１７.５ノ

ットの対地速力で東南東進中、船長Ａが同灯浮標の西方に錨泊中のプ

レジャーボート（以下「Ｃ船」という。）を認めたものの、その他に

船舶を見掛けなかったので、同灯浮標周辺にはＣ船以外に他船はいな

いと思い、同灯浮標の西方１,３００ｍ付近で合串漁港への入港に備

えて本件操縦区画から操舵室に移動し、同灯浮標の北側を航行するつ

もりで左転した後、時々Ｃ船を見ながら東進した。 

 船長Ａは、１５時０１分ごろ衝撃を感じて後方を振り返ったとこ

ろ、転覆しているＢ船及び海面で手を振っている船長Ｂを認め、Ｂ船

と衝突したことが分かり、直ちに飛び込んで船長Ｂの救助に向かい、

甲板員Ａと共に船長ＢをＡ船に引き揚げた。 

 甲板員Ａは、１１８番通報を行った。 

 船長Ａは、僚船に救援を依頼するとともに救急車の手配を行った。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、１４時１０分ごろ、鵜曽根灯浮

標北西方１００ｍ付近で船首を北東方に向け、船体中央部にある航海

灯用支柱の甲板上高さ約１.０～１.５ｍのところに赤色の旗を掲げて

船首尾から投錨し、錨泊を開始した。 

 船長Ｂは、左舷後部で木製の椅子に腰を掛け、左舷側を向いて釣り

をしながら周囲の見張りを行っていたところ、左舷方１００～２００

ｍ付近にＢ船に向けて接近して来るＡ船を認めたが、ふだん錨泊中の

Ｂ船を航行中の他船が避けていたので、Ａ船が錨泊中のＢ船をいずれ

避けてくれると思ってＡ船の様子を見ていた。 

 船長Ｂは、Ａ船が針路を変えずＢ船に接近してきたので、危険を感

じて右舷船尾部に移動し、衝突直前、海に飛び込んだ。 

 船長Ｂは、Ａ船に救助されてＡ船の僚船により合串漁港に運ばれた

後、救急車で病院に搬送され、低体温症と診断されて入院した。 

（付図１ 航行経路図、付表１ Ａ船のＧＰＳ記録（抜粋）、写真１ 

Ａ船、写真２ 本件操縦区画、写真３ 船長Ａの操船状況（再
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現）、写真４ Ａ船のＧＰＳプロッター、写真５ 鵜曽根灯浮標付

近 参照） 

 その他の事項  船長Ａは、ふだん、操舵室で操船する際、甲板員Ａに本件操縦区画

で見張りの補助を行わせていたが、本事故当時、前路にはＣ船以外に

他船はいないと思い、甲板員Ａに見張りの補助を指示していなかっ

た。 

 甲板員Ａは、漁獲物の整理を行っており、船長Ａが本件操縦区画か

ら操舵室に移動したことに気付かなかった。 

 船長Ａは、本事故当時、０.２５Ｍレンジ又は０.５Ｍレンジとして

レーダーを作動させていたが、前路にはＣ船以外に他船はいないと思

っていたので、レーダー画面を確認せずに目視のみで見張りを行って

いた。 

 船長Ａは、鵜曽根灯浮標の西方１～２Ｍ付近を東南東進中にＣ船を

認めたものの、Ｂ船に気付かなかったのは、Ｂ船が同灯浮標と重なっ

て見えにくかったからか、又は同灯浮標付近に設置されている漁具等

のブイとＢ船を見間違えたからではないかと本事故後に思った。 

 Ｂ船は、操舵室のない小型漁船で、本事故当時、錨泊中を示す黒色

の球形形象物を表示していなかった。 

 船長Ｂは、音響による信号を行うことができる手段として笛を備え

ていたが、本事故当時、笛を使用することに思いが至らなかった。 

 船長Ａ、甲板員Ａ及び船長Ｂは、いずれも膨脹式の救命胴衣を着用

していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、合串漁港西方沖において、東進中、船長Ａが、前路にはＣ

船以外に他船はいないと思い込み、航行を続けたことから、Ｃ船の北

方沖で錨泊中のＢ船に気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、合串漁港西方沖において、釣りをしながら錨泊中、船長Ｂ

が、Ｂ船に接近するＡ船の動静を見ていたものの、ふだん錨泊中のＢ

船を航行中の他船が避けていたので、いずれＡ船がＢ船を避けてくれ

ると思い込み、錨泊を続けたことから、Ａ船と衝突したものと考えら

れる。 

 Ｂ船は、錨泊中を示す黒色の球形形象物を表示しなければならなか

った。 

原因  本事故は、合串漁港西方沖において、Ａ船が東進中、Ｂ船が錨泊

中、船長Ａが、前路にはＣ船以外に他船はいないと思い込み、航行を

続け、また、船長Ｂが、いずれＡ船がＢ船を避けてくれると思い込

み、錨泊を続けたため、両船が衝突したものと考えられる。 
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再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・特定の船舶や物標のみに意識を向けると、周囲の他船等を見逃し

てしまうことがあるので、特定の船舶等に意識を向けることな

く、レーダーを備えている船舶では、レーダーを活用した上で、

常時、周囲の見張りを適切に行うこと。 

 ・錨泊中に接近する他船を認めた場合、他船が避けてくれると思い

込まず、有効な音響による信号を使用して注意喚起を行うととも

に、必要に応じて衝突を避けるための措置を講じること。 

 ・長さ７ｍ未満の船舶であっても、他の船舶が通常航行する水域で

錨泊する場合は、錨泊中を示す黒色の球形形象物を表示するこ

と。 
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付図１ 航行経路図 
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Ｃ船が錨泊して 
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付表１ Ａ船のＧＰＳ記録（抜粋） 

 

船 位 

北 緯 

（°-′） 

東 経 

（°-′） 

32-17.577 130-20.888 

32-17.567 130-20.941 

32-17.555 130-21.011 

32-17.498 130-21.351 

32-17.420 130-21.723 

32-17.322 130-22.093 

32-17.242 130-22.445 

32-17.158 130-22.808 

32-17.114 130-22.995 

32-17.071 130-23.182 

32-17.027 130-23.370 

32-16.983 130-23.557 

32-16.940 130-23.746 

32-16.899 130-23.935 

32-16.858 130-24.124 

32-16.818 130-24.313 

32-16.777 130-24.502 

32-16.742 130-24.690 

32-16.711 130-24.879 

32-16.681 130-25.068 

32-16.649 130-25.259 

32-16.621 130-25.438 

32-16.593 130-25.630 

32-16.600 130-25.823 

32-16.601 130-26.017 

32-16.602 130-26.212 

32-16.578 130-26.396 

32-16.580 130-26.416 

32-16.582 130-26.419 

 

※船位は、操舵室上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置であり、また、毎２秒間隔で記録された

ものである。 
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写真１ Ａ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 本件操縦区画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リモコン装置 
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写真３ 船長Ａの操船状況（再現） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ Ａ船のＧＰＳプロッター 
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本事故時の航跡 
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写真５ 鵜曽根灯浮標付近 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漁具等のブイ 鵜曽根灯浮標 


